
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
評
価
の
視
点
（
藤
岡
）

（
八
四
三
）

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
評
価
の
視
点

藤　
　

岡　
　

純　
　

一

は
じ
め
に

本
稿
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
評
価
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
実
態

に
つ
い
て
、
す
で
に
詳
し
い
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
評
価
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
規
模
は
高
い
水
準

で
あ
る
が
、
現
在
、
結
果
ベ
ー
ス
の
管
理
や
効
率
化
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

世
界
的
に
開
発
協
力
の
指
針
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
国
連
ミ
レ
ニ
ア
ム
目
標
（
二
〇
〇
〇
年
）
で
あ
る
。
八
つ
の
目
標
に
つ
い
て
そ
れ

ぞ
れ
二
〇
一
五
年
の
達
成
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
も
二
〇
〇
三
年
に
開
発
協
力
に
関
す
る
法
律
が
定
め

ら
れ
、
そ
れ
ま
で
以
上
に
人
道
支
援
な
ど
国
際
貢
献
が
進
め
ら
れ
た
。
政
府
の
年
次
報
告
書
で
は
、
自
国
の
開
発
協
力
の
教
訓
に
つ
い
て

言
及
さ
れ
て
い
る
。

四
五
一
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月
）

（
八
四
四
）

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
国
際
開
発
協
力
部
門
で
あ
る
Ｄ
Ａ
Ｃ
は
、
メ
ン
バ
ー
国
の
開
発
援
助
に
関
し
て
五
〜
七
年
の
間
隔
で
調
査
を
行
い
、
勧
告

を
含
む
報
告
書
（P

eer R
eview

）
を
提
出
し
て
い
る
。
本
稿
で
主
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
こ
のP

eer R
eview

で
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に

対
し
て
は
二
〇
〇
九
年
に
出
さ
れ
て
い
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
が
本
稿
の
対
象
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
深
め
る
た
め
に
、
主
要
指
標
の
国
際
比
較
や
日
本
に
対
す
るP

eer 

R
eview

と
の
比
較
検
討
も
行
っ
て
い
る
。
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
内
容
は
こ
れ
ま
で
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
が
、
近
年
、

国
連
ミ
レ
ニ
ア
ム
目
標
を
意
識
し
た
改
革
が
行
わ
れ
て
い
る
。

1
．
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
特
徴

⑴　

主
要
指
標
の
国
際
比
較

本
稿
の
課
題
は
Ｏ
Ｄ
Ａ
評
価
の
視
点
に
あ
る
が
、
評
価
を
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、
ま
ず
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
特
徴
を
主
な

国
際
比
較
指
標
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。

表
1
は
、
Ｄ
Ａ
Ｃ
諸
国
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
主
な
指
標
の
み
を
取
り
出
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
規
模
に
つ
い
て
、

金
額
で
は
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
日
本
な
ど
が
上
位
に
来
て
お
り
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
ア
メ
リ
カ
の
約
七
分
の

一
、
日
本
の
約
二
分
の
一
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
人
当
た
り
額
と
Ｇ
Ｎ
Ｉ
に
占
め
る
割
合
を
見
る
と
上
位
に
位
置
す
る
。
一
人
当
た
り
額

で
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、
デ
ン
マ
ー
ク
に
次
い
で
四
位
で
、
ア
メ
リ
カ
の
約
五
倍
、
日
本
の
約
六
倍
に
達
す
る
。
Ｇ
Ｎ
Ｉ

比
率
で
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
に
次
ぐ
三
位
で
、
ア
メ
リ
カ
が
〇
・
二
一
％
、
日
本
が
〇
・
二
〇
％
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
〇
・
九
七
％
に
達
し
て
い
る
。
人
口
が
合
計
で
約
二
六
〇
〇
万
人
の
北
欧
諸
国
が
Ｏ
Ｄ
Ａ
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
こ
と

四
五
二



ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
評
価
の
視
点
（
藤
岡
）

（
八
四
五
）

表
1
　
D
A
C
諸
国
の
主
な
O
D
A
指
標

O
D
A
の
規
模

ア
ン
タ
イ
ド

の
割
合（
％
）

L
D
C
sへ
の

O
D
A
の
割
合

（
％
）

二
国
間
援
助
の
種
類（
％
）

地
域
別
二
国
間
援
助（
％
）

ODA額（
100万

USド
ル
）

一
人
当
た
り
額

（
U
Sド
ル
）
O
D
A
/G
N
I

（
％
）

社
会
・
行
政

イ
ン
フ
ラ

経
済
イ
ン
フ
ラ
人
道
的
支
援
サ
ブ
サ
ハ
ラ
･

ア
フ
リ
カ

中
南
ア
ジ
ア
ア
ジ
ア
そ
の
他

と
オ
セ
ア
ニ
ア
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

2010
2009-2010

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

3,826
132

0.32
99.7

38.3
49.6

6.3
11.5

5.4
15.7

73.8
0.0

オ
ー
ス
ト
リ
ア

1,208
143

0.32
54.5

45.4
42.9

10.2
5.0

40.3
6.9

5.7
34.4

ベ
ル
ギ
ー

3,004
264

0.64
95.2

62.2
33.8

13.6
6.2

78.0
3.4

4.0
0.2

カ
ナ
ダ

5,202
126

0.34
80.1

63.6
46.6

3.1
10.8

48.8
17.8

6.0
1.9

デ
ン
マ
ー
ク

2,871
518

0.91
93.8

56.3
43.4

10.1
8.0

56.5
19.1

8.8
1.7

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

1,333
249

0.55
85.3

54.9
34.4

13.1
10.2

52.6
16.7

10.1
5.3

フ
ラ
ン
ス

12,915
202

0.50
95.0

34.2
33.1

9.0
0.5

50.8
4.1

17.3
3.8

ド
イ
ツ

12,985
157

0.39
74.7

40.0
44.2

28.5
3.8

24.6
23.4

15.6
10.6

ギ
リ
シ
ャ

508
50

0.17
39.5

28.9
57.8

6.2
4.1

10.6
9.6

1.4
55.8

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

895
217

0.52
100.0

69.4
56.4

1.0
13.9

81.6
5.0

6.7
0.4

イ
タ
リ
ー

2,996
53

0.15
58.4

46.8
34.5

6.1
8.1

46.1
11.2

3.6
8.4

日
本

11,054
79

0.20
78.6

47.5
25.8

41.3
3.3

12.9
25.2

43.6
5.4

韓
国

1,174
19

0.12
32.3

41.7
40.1

45.6
1.1

14.0
29.2

35.1
6.5

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ

403
832

1.05
99.2

48.5
46.3

5.7
14.2

53.3
6.0

12.3
7.9

オ
ラ
ン
ダ

6,357
393

0.81
94.3

56.7
23.7

5.5
5.9

59.1
12.2

8.7
3.6

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

342
69

0.26
77.1

48.8
48.2

7.4
7.9

4.8
5.1

87.2
─

ノ
ル
ウ
ェ
ー

4,580
850

1.10
100.0

55.5
37.5

6.3
8.6

45.8
19.8

5.7
5.9

ポ
ル
ト
ガ
ル

649
57

0.29
43.1

51.0
46.3

15.0
0.2

74.6
3.9

10.1
5.1

ス
ペ
イ
ン

5,949
137

0.43
70.4

38.6
40.1

13.4
8.2

29.7
5.1

5.9
4.4

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

4,533
478

0.97
94.5

53.0
36.1

6.2
12.7

49.9
14.7

7.1
11.1

ス
イ
ス

2,300
295

0.40
67.6

49.0
21.2

6.4
11.9

38.9
18.3

8.4
15.1

イ
ギ
リ
ス

13,053
195

0.57
99.9

50.9
44.5

10.6
8.1

53.0
31.7

6.5
1.0

ア
メ
リ
カ

30,353
96

0.21
68.3

46.7
50.7

9.7
16.3

37.0
24.7

5.1
2.7

全
D
A
C
諸
国

128,492
129

0.32
79.4

46.6
40.2

16.0
8.8

36.1
19.7

16.9
4.7

1）
D
A
C
, A
id S
tatistics （

w
w
w
.oecd.org/dac/aidstatistics/aidstatistics.htm

: 2012年
6
月
20日

）
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が
分
か
る
。

第
二
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ア
ン
タ
イ
ド
比
率
（
二
国
間
援
助
で
行
政
経
費
は
除
く
）
は
大
変
高
く
、
九
四
・
五
％
で
あ
る
。
一
〇
カ
国
で

九
〇
％
を
超
え
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
や
日
本
な
ど
は
Ｄ
Ａ
Ｃ
平
均
の
七
九
・
四
％
を
下
回
っ
て
い
る
。

第
三
に
、
国
民
総
所
得
（
Ｇ
Ｎ
Ｉ
）
が
非
常
に
低
い
後
発
開
発
途
上
国
へ
の
援
助
（
多
国
間
援
助
も
帰
属
計
算
さ
れ
て
い
る
）
の
割
合
は
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
五
〇
％
を
超
え
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
や
日
本
は
五
〇
％
を
下
回
っ
て
い
る
。

第
四
に
、
二
国
間
援
助
の
種
類
に
お
け
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
特
徴
は
、
二
国
間
援
助
に
占
め
る
人
道
的
支
援
の
割
合
が
Ｄ
Ａ
Ｃ
平
均
よ

り
か
な
り
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
次
い
で
Ｄ
Ａ
Ｃ
諸
国
内
で
第
四
位
で
あ
る
。

社
会
・
行
政
イ
ン
フ
ラ
と
人
道
的
支
援
を
合
わ
せ
る
と
、
四
八
・
八
％
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
は
人
道
的
支
援
の
割
合
が
低
く
、

か
つ
社
会
・
行
政
イ
ン
フ
ラ
の
割
合
も
低
い
。
一
方
で
、
経
済
イ
ン
フ
ラ
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

第
五
に
、
地
域
別
の
二
国
間
援
助
を
見
る
と
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
サ
ブ
サ
ハ
ラ
・
ア
フ
リ
カ
へ
の
援
助
が
Ｄ
Ａ
Ｃ
平
均
を
大
き
く
上

回
っ
て
い
る
。
平
均
を
大
き
く
下
回
っ
て
い
る
国
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ギ
リ
シ
ャ
、
日
本
、
韓
国
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
が

挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
日
本
・
韓
国
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、「
他
の
ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ
ア
」
へ
の
援
助
の
割
合
が
高
く
な
っ

て
い
る
。

⑵　

日
本
と
の
比
較

須
永
は
、「
主
要
先
進
国
に
お
け
る
人
材
養
成
分
野
の
国
際
協
力
施
策
調
査
報
告
書
：
平
成
一
九
年
度
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
編
」
に
お
い
て
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
特
徴
に
つ
い
て
、
日
本
と
比
較
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
ま
ず
全
体
的
な
特
徴
と
し
て
六

四
五
四



ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
評
価
の
視
点
（
藤
岡
）

（
八
四
七
）

点
を
挙
げ
て
い
る
。

第
一
に
、
そ
の
基
本
は
人
権
の
確
立
、
貧
困
か
ら
の
脱
却
、
民
主
化
の
促
進
で
あ
る
。
そ
し
て
最
終
目
標
は
、
人
間
の
能
力
開
発
と
組

織
の
能
力
開
発
（C

apacity D
evelopm

ent

）
で
あ
る
。
こ
の
目
標
に
基
礎
を
置
く
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
施
策
は
ま
ず
相
手
国
の
貧
困

層
を
直
接
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
す
る
。
相
手
国
の
経
済
産
業
基
盤
の
整
備
を
優
先
す
る
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
政
策
と
異
な
る
。

第
二
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
人
権
を
謳
い
、
被
援
助
国
に
人
道
支
援
と
民
主
化
を
優
先
し
て
支
援
を
行
う
と
き
、
相
手
国
が
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
の
言
い
分
に
耳
を
か
す
の
は
、
無
償
援
助
が
欲
し
い
だ
け
で
な
く
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
側
の
ス
タ
ッ
フ
に
人
権
と
民
主
化
に
関
し
て
確

固
た
る
信
念
が
あ
り
説
得
力
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
は
一
〇
〇
％
無
償
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
は
五
〇
％
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
が
経

済
イ
ン
フ
ラ
を
優
先
し
て
、
か
つ
Ｏ
Ｄ
Ａ
全
体
に
占
め
る
債
務
救
済
額
が
二
七
％
と
非
常
に
低
い
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
。

第
四
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
外
務
省
予
算
の
九
三
％
が
Ｏ
Ｄ
Ａ
予
算
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
六
八
％
で
あ
る
。
無
償
供
与
は

外
務
省
予
算
の
九
三
％
対
三
四
％
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
五
に
、
日
本
で
は
Ｏ
Ｄ
Ａ
額
は
Ｇ
Ｎ
Ｉ
の
〇
・
二
八
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
一
％
近
く
、
一
％
の
目
標
を
国

会
で
決
議
し
た
。
こ
れ
を
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
国
の
プ
ラ
イ
ド
の
現
わ
れ
と
評
価
し
て
い
る
。

第
六
に
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
透
明
性
と
情
報
公
開
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
調
査
に
携
わ
っ
た
総
て
の
人
の
報
酬
金
額
、
交
通
費
な
ど
の
費
用

を
問
い
合
わ
せ
れ
ば
誰
で
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

次
に
、
援
助
組
織
と
援
助
内
容
に
つ
い
て
三
点
に
ま
と
め
て
い
る
。

第
一
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
Ｏ
Ｄ
Ａ
施
策
を
一
元
化
し
、
外
務
省
が
多
国
間
協
力
を
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
際
開
発
協
力
庁
（
Ｓ
Ｉ
Ｄ

四
五
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Ａ
）
が
二
国
間
協
力
を
受
け
持
っ
て
い
る
。
外
務
省
に
は
外
務
大
臣
の
他
に
国
際
開
発
協
力
大
臣
を
置
き
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
統
括
し
て
い
る
。
日

本
で
も
一
元
化
の
方
向
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
が
、
外
務
、
財
務
、
経
産
の
各
大
臣
が
同
列
で
並
ん
で
い
る
状
況
で
は
、
効
率
的
な
運
営
に

疑
問
が
残
る
。

第
二
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
最
貧
国
の
行
政
担
当
者
と
技
術
担
当
者
等
を
対
象
に
し
た
研
修
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
し
て
い
る
。
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
機
関
だ
け
で
な
く
、
大
学
、
病
院
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
、
民
間
企
業
が
受
け
入
れ
る
。
研
修
終
了
後
に
母
国
で
成

果
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
研
修
の
続
編
が
あ
る
。
技
術
研
修
に
偏
ら
ず
、
高
等
教
育
、
知
的
所
有
権
な
ど
の
行
政
分
野
を
幅
広
く
カ
バ
ー
し
て

い
る
。

第
三
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
内
の
一
〇
〇
〇
以
上
あ
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ｓ
の
う
ち
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
は
一
四
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ｓ
と
活
動
協
定
を
結
び
、
Ｏ
Ｄ
Ａ

予
算
の
八
％
に
当
た
る
約
一
六
〇
億
円
を
援
助
し
て
い
る
。
日
本
で
は
三
〇
億
円
に
過
ぎ
な
い
。

最
後
に
、
評
価
と
成
果
の
利
用
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
効
果
の
分
析
と
評
価
を
広
範
囲
に
行
い
、
評
価
報
告
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
税
金
の

使
途
を
明
確
に
す
る
と
い
う
国
の
説
明
責
任
が
背
景
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

Ｏ
Ｄ
Ａ
に
対
す
る
組
織
的
な
評
価
は
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
担
当
各
部
局
、
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
全
体
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
全
体
の
三
段
階
に
別
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
担
当
部
署
が
あ
る
。
評
価
作
業
は
、
中
立
性
と
客
観
性
を
保
つ
た
め
に
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
に
委
託
す
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
る
。
二
〇
〇
六
年
に
は
、
開
発
協
力
評
価
庁
（
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｖ
）
と
い
う
評
価
専
門
の
庁
を
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
と
は
独
立
し
て
設
置
さ
れ
た
。

四
五
六



ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
評
価
の
視
点
（
藤
岡
）

（
八
四
九
）

2
．
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
開
発
協
力
の
前
提

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
考
察
し
、
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
、
⑴
国
連
ミ
レ
ニ
ア
ム
目
標
、
⑵
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
二
〇
〇
三
年
法
、

⑶
援
助
効
果
に
関
す
る
パ
リ
宣
言
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
の
概
要
を
次
に
示
す
。

⑴　

国
連
ミ
レ
ニ
ア
ム
目
標

国
連
ミ
レ
ニ
ウ
ム
サ
ミ
ッ
ト
が
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
一
八
九
カ
国
の
代
表
が
参
加
し
て
開
催
さ
れ
、「
国
連
ミ
レ

ニ
ア
ム
宣
言
」
を
採
択
し
た
。
そ
の
宣
言
で
、
二
一
世
紀
の
国
際
関
係
に
と
っ
て
重
要
な
基
本
価
値
と
し
て
、「
自
由
」（F

reedom

）、「
平

等
」（E

quality

）、「
連
帯
」（S

olidarity
）、「
寛
容
」（T

olerance

）、「
自
然
へ
の
配
慮
」（R

espect for nature

）、「
責
任
の
共
有
」（S

hared 

responsibility

）
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
行
動
に
移
す
中
心
目
標
と
し
て
、「
平
和
、
安
全
、
軍
縮
」「
開
発
と
貧
困
撲
滅
」「
環
境
保
護
」

「
人
権
、
民
主
主
義
、
良
い
ガ
バ
ナ
ン
ス
」「
子
ど
も
を
含
む
弱
者
の
保
護
」「
ア
フ
リ
カ
の
特
別
な
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
」
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
た
（U

N
2000

）。
こ
れ
ら
の
中
心
目
標
（key objectives

）
を
一
九
九
〇
年
代
の
主
要
国
際
会
議
で
採
択
さ
れ
て
き
た
国
際
開
発
目
標
を

統
合
し
て
、
一
つ
の
共
通
の
枠
組
み
に
ま
と
め
た
の
が
「
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
」（
Ｍ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）
で
あ
る
（
外
務
省
二
〇
一
一
）。

Ｍ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
は
八
つ
の
目
標
（goals

）
が
あ
る
。

目
標
一
：
極
度
の
飢
餓
と
貧
困
の
撲
滅

目
標
二
：
普
遍
的
初
等
教
育
の
達
成

目
標
三
：
男
女
平
等
の
促
進
と
女
性
の
地
位
向
上

目
標
四
：
乳
幼
児
死
亡
率
の
削
減

四
五
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
八
五
〇
）

目
標
五
：
妊
産
婦
の
健
康
の
改
善

目
標
六
：
エ
イ
ズ
、
マ
ラ
リ
ア
な
ど
の
病
気
に
対
す
る
闘
い

目
標
七
：
環
境
の
持
続
可
能
性
の
確
保

目
標
八
：
開
発
の
た
め
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
推
進

こ
れ
ら
の
目
標
は
二
〇
一
五
年
ま
で
に
達
成
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
具
体
的
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
達
成
状
況
を
測
定
す
る
た
め
の
指
標
が

設
定
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
〇
〇
年
以
降
、
首
脳
会
合
や
サ
ミ
ッ
ト
な
ど
に
お
い
て
、
目
標
達
成
に
向
け
て
の
努
力
の
確
認
、
そ
の
成
果
と
課
題
、
具
体
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
開
発
協
力
の
根
底
に
あ
る
。

「
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
レ
ポ
ー
ト
二
〇
一
二
」（U

N
2012

）
に
よ
る
と
、
極
度
の
貧
困
は
、
サ
ブ
サ
ハ
ラ
・
ア
フ
リ
カ
を
含
む
あ
ら
ゆ

る
地
域
で
減
少
し
つ
つ
あ
り
、
こ
の
ま
ま
推
移
す
る
と
貧
困
削
減
目
標
は
二
〇
一
五
年
に
グ
ロ
ー
バ
ル
レ
ベ
ル
で
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
多
く
の
地
域
で
、
初
等
教
育
年
齢
の
人
口
が
増
加
し
て
い
る
中
で
、
相
対
的
に
高
か
っ
た
非
就
学
者
は
減
少
し
つ
つ
あ
る
。

人
口
の
増
加
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
五
歳
以
下
の
死
亡
率
は
減
少
し
て
き
て
い
る
。
エ
イ
ズ
の
治
療
を
受
け
て
い
る
人
は
あ
ら
ゆ
る
地
域
で

増
加
し
、
マ
ラ
リ
ア
に
よ
る
死
亡
も
減
少
し
て
い
る
。
一
方
、
近
年
の
自
然
災
害
や
世
界
的
金
融
危
機
が
こ
れ
ら
の
過
程
を
遅
ら
せ
不
平

等
が
残
る
可
能
性
に
も
言
及
し
て
い
る
。

⑵　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
二
〇
〇
三
年
法

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
現
在
の
国
際
開
発
協
力
の
政
策
は
二
〇
〇
三
年
に
国
会
で
採
択
さ
れ
た
法
律
「
責
任
の
分
担
│
ス
ウ
ェ
ー
デ

四
五
八



ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
評
価
の
視
点
（
藤
岡
）

（
八
五
一
）

ン
の
国
際
協
力
開
発
に
対
す
る
政
策
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
法
律
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
開
発
の
た
め
の
政
策
に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る

政
策
分
野
共
通
の
目
的
を
提
示
し
た
。
主
な
テ
ー
マ
は
政
策
の
一
貫
性
で
あ
る
。
ま
た
、
国
際
的
開
発
協
力
の
新
し
い
道
筋
と
ゴ
ー
ル
を

示
し
た
。

グ
ロ
ー
バ
ル
開
発
政
策
の
目
標
は
平
等
で
持
続
可
能
な
開
発
に
貢
献
す
る
こ
と
で
あ
る
。
法
律
の
焦
点
は
貧
困
な
人
々
と
貧
困
な
国
々

に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
国
連
ミ
レ
ニ
ア
ム
も
目
標
の
達
成
に
貢
献
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

二
つ
の
観
点
が
政
策
全
体
を
貫
い
て
い
る
。
第
一
は
、
国
際
的
人
権
協
定
に
基
づ
く
人
権
の
観
点
、
第
二
は
、
貧
困
の
観
点
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
政
策
の
内
容
は
次
の
八
つ
の
中
心
的
構
成
要
素
か
ら
成
り
立
つ
。

①　

人
権
の
尊
重

②　

民
主
主
義
と
良
い
ガ
バ
ナ
ン
ス

③　

男
女
の
平
等

④　

天
然
資
源
の
持
続
可
能
な
利
用
と
環
境
保
護

⑤　

経
済
成
長

⑥　

社
会
の
発
展
と
社
会
保
障

⑦　

国
際
紛
争
へ
の
対
処
と
安
全
保
障

⑧　

グ
ロ
ー
バ
ル
な
公
共
財

そ
の
法
律
は
さ
ら
に
、
す
べ
て
の
社
会
セ
ク
タ
ー
、
す
な
わ
ち
、
中
央
政
府
、
地
方
政
府
、
市
民
社
会
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
民
間
営
利
部
門
、

そ
し
て
労
働
組
合
の
密
接
な
協
働
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
内
そ
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
で
の
協
働
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。

四
五
九
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経
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号
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二
〇
一
三
年
一
月
）

（
八
五
二
）

貧
困
な
人
々
自
身
の
生
活
の
質
を
改
善
す
る
努
力
を
支
援
す
る
こ
と
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
開
発
協
力
の
目
的
で
あ
る
。
開
発
協
力
は
、

よ
り
効
率
的
で
効
果
的
に
、
特
に
、
他
の
国
々
、
と
り
わ
け
Ｅ
Ｕ
内
の
国
々
、
国
際
機
関
と
協
働
し
て
遂
行
さ
れ
る
。

最
後
に
、
こ
の
法
律
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
開
発
政
策
に
関
わ
る
経
営
、
行
政
、
そ
し
て
学
習
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
（G

overnm
ent 

B
ill 2002/03

）。

立
法
化
の
背
景
に
は
、
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
を
集
め
な
か
っ
た
政
策
も
含
め
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
進
め
る
援
助
政
策
が
発
展
途
上

国
の
貧
困
層
の
お
か
れ
た
状
況
に
、
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
き
た
と
い
う
政
策
担
当
者
の
認
識
の
高
ま
り
が
あ
る
（
須
永2007:4

）。

⑶　

援
助
効
果
に
関
す
る
パ
リ
宣
言

国
際
協
力
の
担
当
大
臣
と
多
国
間
・
二
国
間
開
発
機
関
の
長
が
、
二
〇
〇
五
年
三
月
に
パ
リ
で
会
合
を
開
き
、
援
助
を
よ
り
効
果
的
に

す
る
た
め
の
指
針
を
示
し
た
パ
リ
宣
言
を
採
択
し
た
。
そ
れ
は
、
援
助
の
質
と
開
発
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
改
善
す
る
実
践
的
で
行
動
志
向
的

な
指
針
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
進
行
を
評
価
す
る
た
め
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

パ
リ
宣
言
は
援
助
を
よ
り
効
果
的
に
す
る
た
め
の
五
つ
の
基
本
原
理
を
明
ら
か
に
し
た
（w

w
w
.oecd.org/docum

ent

）。

①　

オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
：
開
発
途
上
国
は
貧
困
減
少
の
た
め
の
独
自
の
戦
略
を
立
て
、
そ
の
国
の
組
織
を
改
善
し
、
不
正
と
戦
う
。

②　

連
携
（alignm
ent

）：
援
助
国
は
目
標
ご
と
に
組
織
を
連
携
さ
せ
る
と
と
も
に
地
方
組
織
を
利
用
す
る
。

③　

調
和
（harm

onization

）：
援
助
国
は
協
働
し
て
、
プ
ロ
セ
ス
を
簡
素
化
し
、
重
複
を
避
け
る
た
め
の
情
報
を
共
有
す
る
。

④　

結
果
（result

）：
開
発
途
上
国
と
援
助
国
は
、
開
発
結
果
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
結
果
を
測
定
す
る
。

⑤　

相
互
説
明
責
任
（m

utual accountability

）：
援
助
国
と
被
援
助
国
は
開
発
結
果
に
つ
い
て
説
明
責
任
を
有
す
る
。

四
六
〇



ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
評
価
の
視
点
（
藤
岡
）

（
八
五
三
）

3
．
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
内
の
評
価

⑴　

結
果
ベ
ー
ス
管
理
を
強
化
す
る
た
め
の
モ
デ
ル

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
は
二
〇
〇
八
年
に
Ｇ
Ｎ
Ｉ
の
〇
・
九
八
％
と
世
界
一
に
な
っ
た
。
規
模
で
は
世
界
に
誇
る
こ
と
の
で
き
る
水

準
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
援
助
結
果
を
管
理
し
報
告
す
る
と
い
う
点
で
問
題
を
残
し
て
い
た
。
こ
の
点
を
反
省
し
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
管

理
と
報
告
に
つ
い
て
改
善
を
行
い
、
政
府
は
二
〇
〇
七
年
に
結
果
ベ
ー
ス
管
理
を
強
化
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
を
採
用
し
た
。

そ
の
モ
デ
ル
は
、
①
テ
ー
マ
別
の
管
理
と
そ
の
方
法
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
②
他
の
国
や
地
域
と
の
管
理
の
協
力
、
③
そ
の
他

の
二
国
間
援
助
の
管
理
、
④
多
国
間
開
発
協
力
の
管
理
、
⑤
組
織
の
管
理
、
⑥
実
績
報
告
の
年
間
サ
イ
ク
ル
、
⑦
協
議
に
よ
る
情
報
の
交

換
、
⑧
質
の
確
保
と
人
的
資
源
開
発
、
と
い
う
八
つ
の
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。

主
な
特
徴
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
プ
ロ
セ
ス
と
実
績
報
告
の
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
反
対
方
向
の
プ
ロ
セ
ス
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
例
え
ば
、
②
の
「
他
の
国
や
地
域
と
の
管
理
の
協
力
」
で
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、「
政
府
の
戦
略
決
定
」
↓
「
Ｓ

Ｉ
Ｄ
Ａ
の
国
別
計
画
」、
実
績
報
告
の
プ
ロ
セ
ス
は
、「
非
援
助
国
の
採
用
し
た
貧
困
減
少
戦
略
（
Ｐ
Ｒ
Ｓ
）
等
に
関
わ
る
結
果
指
標
の
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
」
↓
「
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
国
別
報
告
」
↓
「
戦
略
終
了
時
の
詳
細
結
果
分
析
」
↓
「
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
年
報
（
結
果
添
付
）」
↓
「
外
務
省
の

検
討
」
↓
「
1
．
議
会
へ
の
結
果
の
情
報
伝
達
、
2
．
年
報
、
3
．
予
算
法
案
の
結
果
の
項
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
描
か
れ
て
い
る
。

⑵　

二
〇
〇
九
年
報
告
書

こ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
、
包
括
的
報
告
の
基
本
的
な
手
段
と
し
て
、
結
果
に
つ
い
て
議
会
へ
「
年
次
報
告
書
」（annual 

四
六
一
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経
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四
十
九
巻
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号
（
二
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四
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C
om
m
unication

）
の
提
出
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
報
告
書
は
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
ま
で
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
国

際
的
開
発
協
力
の
推
移
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
と
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
改
革
協
力
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。

実
施
さ
れ
た
多
く
の
開
発
協
力
施
策
は
目
標
に
照
ら
し
て
、
全
体
と
し
て
、
大
き
な
貢
献
を
も
た
ら
し
て
き
た
と
、
政
府
は
評
価
し
て

い
る
。
同
時
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
開
発
協
力
活
動
の
長
期
的
な
効
果
の
説
明
に
問
題
が
あ
る
と
表
明
さ
れ
た
（G

O
S
2009:7

）。

「
二
〇
〇
九
年
次
報
告
書
」
で
、
以
下
の
よ
う
に
、
一
〇
の
主
要
な
教
訓
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

①　

被
援
助
国
の
政
治
的
不
安
定
と
そ
れ
ら
の
政
府
の
計
画
と
実
行
の
能
力
の
不
十
分
さ
が
、
目
標
達
成
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
。
と
り

わ
け
紛
争
中
ま
た
は
そ
の
直
後
の
国
や
民
主
主
義
に
大
き
な
問
題
の
あ
る
国
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
能
力
開
発
に
焦
点
を
当
て
た
開
発

協
力
が
よ
り
強
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

②　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
開
発
協
力
は
、
多
く
の
国
際
機
関
へ
の
拠
出
と
一
一
に
の
ぼ
る
部
門
の
存
在
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
果
が
弱
め
ら
れ

た
。
し
た
が
っ
て
政
府
は
こ
れ
ら
の
援
助
と
部
門
を
集
約
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
利
用
を
増

や
す
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

③　

伝
統
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
援
助
よ
り
も
、
多
く
の
場
合
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
条
件
が
あ
れ
ば
、
そ
の
方
が
よ
り
効
果
的

で
あ
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
援
助
の
比
率
を
こ
の
数
年
間
で
増
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
援
助
は
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
援
助
が
依
然
と
し
て
支
配
的
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
多
く
の
被
援
助
国
で
紛
争
状
態
や
政
治
的
不
安
定
が
あ

り
プ
ロ
グ
ラ
ム
援
助
の
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
急
速
で
柔
軟
な
協
働
の
必
要
も
こ
の
理
由
の
一
つ
で

あ
る
。

④　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
援
助
の
様
々
な
形
態
と
チ
ャ
ネ
ル
間
の
バ
ラ
ン
ス
、
協
働
パ
ー
ト
ナ
ー
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
追
求
し
続
け
て
い
る
。

四
六
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
評
価
の
視
点
（
藤
岡
）

（
八
五
五
）

国
家
部
門
へ
の
援
助
、
プ
ラ
ナ
ー
や
予
算
に
責
任
の
あ
る
人
の
た
め
の
能
力
開
発
、
民
間
組
織
へ
の
援
助
が
、
特
定
部
門
の
援
助
と
組

み
合
わ
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
開
発
協
力
の
効
果
を
高
め
、
多
元
主
義
に
貢
献
し
、
政
府

と
市
民
社
会
の
信
頼
を
強
め
て
い
る
。

⑤　

意
見
交
換
（dialogue

）
が
、
開
発
協
力
に
影
響
を
与
え
る
手
段
と
し
て
重
要
な
位
置
付
け
を
与
え
ら
れ
た
。
イ
ン
パ
ク
ト
を
高
め
る

た
め
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
関
係
者
は
被
援
助
国
や
世
界
機
関
と
、
密
着
し
深
く
考
慮
さ
れ
焦
点
の
絞
ら
れ
た
対
話
を
行
う
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

⑥　

テ
ー
マ
別
分
野
（
①
民
主
主
義
と
人
権
、
②
環
境
と
気
候
、
③
男
女
平
等
と
女
性
の
役
割
の
向
上
、
④
経
済
成
長
、
⑤
安
全
と
開
発
、
⑥
社
会
開

発
と
保
護
、
⑦
研
究
協
力
）
の
う
ち
、「
社
会
開
発
と
保
護
」
は
全
体
と
し
て
、
Ｕ
Ｎ
ミ
レ
ニ
ア
ム
目
標
の
半
分
に
達
し
て
い
る

（encom
pass

）
が
、
そ
の
中
の
項
目
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
乳
幼
児
死
亡
率
の
減
少
と
子
ど
も
の
教
育
権
に
つ
い
て
は
大
き
く
前
進

し
て
い
る
が
、
母
性
保
護
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
。

⑦　

教
育
と
就
業
に
お
け
る
男
女
平
等
（gender m

ainstream
ing

）
は
、
男
女
平
等
を
促
進
し
女
性
の
参
加
を
増
や
す
単
一
の
方
法
と
し

て
は
効
果
が
薄
い
。
い
く
つ
か
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
含
む
戦
略
が
必
要
で
あ
る
が
、
女
性
を
直
接
の
対
象
と
し
た
援
助
（contribution

）

は
、
女
性
の
政
治
的
参
加
が
進
ん
だ
地
域
や
母
性
保
護
・
権
利
の
進
ん
だ
地
域
で
は
、
有
効
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

⑧　

経
験
に
よ
る
と
、
援
助
の
必
要
は
紛
争
状
態
か
ら
よ
り
安
定
的
な
再
建
段
階
へ
の
移
行
期
に
特
に
大
き
く
な
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
も

で
き
る
だ
け
長
期
の
国
家
建
設
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
た
め
の
援
助
を
提
供
し
続
け
る
べ
き
で
あ
る
。
著
し
い
紛
争
の
状
態
に
あ
る
国
で
は
、

柔
軟
に
対
応
す
る
と
共
に
目
標
達
成
に
大
き
な
リ
ス
ク
を
伴
う
こ
と
を
承
知
し
、
絶
え
ず
モ
ニ
タ
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑨　

紛
争
後
の
再
建
の
段
階
に
あ
る
国
で
の
他
の
教
訓
は
、
地
域
レ
ベ
ル
で
も
国
レ
ベ
ル
で
も
、
意
志
決
定
へ
の
参
加
を
促
進
す
る
援
助

四
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が
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
社
会
に
お
け
る
よ
り
多
く
の
参
加
者
（player

）
の
間
に
権
力
の
分
散
と
分
配
が
、
紛
争
後
の
よ
り
安
定
し

た
状
態
に
貢
献
す
る
。

⑩　

国
際
機
関
を
通
じ
た
資
源
の
配
分
は
協
働
の
相
乗
効
果
を
も
た
ら
す
。
選
挙
、
議
会
、
司
法
で
の
支
援
は
、
政
治
的
に
中
立
な
正
当

性
を
も
っ
た
国
連
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
）
な
ど
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
国
連
は
ま
た
、
民
主
主
義
と
人
権
の
国
際
標
準
を
維

持
し
、
発
展
さ
せ
、
実
行
す
る
の
に
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
。

こ
の
報
告
の
中
で
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
も
は
や
独
自
の
援
助
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
せ
ず
、
他
の
援
助
者
に
よ
っ
て
最
初
に
行
わ
れ
た

事
業
を
援
助
す
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
に
は
、
二
〇
〇
九
年
の
政
府
指
示
に
も
あ
る
よ
う
に
、
援
助
の
貢
献
の
評
価
と
体
系
的
な
リ
ス
ク
分
析
を
含
む
、
結
果
ベ
ー

ス
管
理
の
統
一
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｖ
に
は
、
個
々
の
国
と
の
政
府
強
力
戦
略
を
決

め
る
た
め
の
、
複
数
年
に
わ
た
る
評
価
計
画
を
提
案
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
評
価
は
、
新
し
い
協
力
戦
略
を
発
展
さ
せ
る

基
礎
を
提
供
す
る
。

二
〇
一
〇
年
に
は
、
環
境
と
気
候
に
焦
点
を
当
て
て
、
報
告
書
が
出
さ
れ
た
。
そ
れ
に
は
、
二
〇
〇
九
年
に
結
果
に
つ
い
て
特
別
な
ア

セ
ッ
ス
メ
ン
ト
が
行
わ
れ
た
四
つ
の
被
援
助
国
が
含
ま
れ
る
が
、
本
稿
で
は
省
略
す
る
。

四
六
四



ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
評
価
の
視
点
（
藤
岡
）

（
八
五
七
）

4
．
Ｄ
Ａ
Ｃ
に
よ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
評
価
と
勧
告

⑴　

開
発
協
力
の
枠
組
み

・
法
的
政
治
的
方
針

Ｄ
Ａ
Ｃ
に
よ
る
二
〇
〇
九
年P

eer R
eview

は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
に
つ
い
て
大
変
高
く
評
価
し
て
い
る
。
第
一
に
、
国
際
的

な
援
助
国
の
国
々
の
中
で
大
き
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
い
る
。
一
九
七
五
年
以
降
、
国
連
の
目
標
で
あ
る
Ｇ
Ｎ
Ｉ
の
〇
・
七
％

を
継
続
的
に
上
回
り
、
二
〇
〇
八
年
に
は
〇
・
九
八
％
、
二
〇
〇
九
年
予
算
で
は
一
％
に
達
す
る
。
こ
れ
は
世
界
的
な
景
気
後
退
で
開
発

協
力
予
算
に
圧
力
が
か
か
る
中
、
こ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
援
助
の
質
を
確
保
す
る
上
で
も
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
。
例
と
し
て
、
援
助
の
効
率
性
と
人
道
主
義
的
な
援
助
の
あ
り
方
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
は
開
発
協
力
の
三
つ
の
重
点
を
⑴
民
主
主
義
と
人
権
、
⑵
環
境
と
気
候
の
変
化
、
⑶
男
女
平
等
と
女
性
の
役
割
に

置
き
、
さ
ら
に
外
務
省
が
二
〇
一
一
年
ま
で
に
新
た
に
一
二
の
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
、
前
回
のP

eer R
eview

で
指
摘
さ
れ
た
「
政
策

の
森
」
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
Ｄ
Ａ
Ｃ
は
過
度
な
追
加
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
ガ
イ
ド
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
を
避
け
、
Ｓ
Ｉ
Ｄ

Ａ
の
ガ
イ
ド
や
他
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
が
政
策
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
提
言
し
て
い
る
。

す
で
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
い
く
つ
か
の
改
革
を
始
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
被
援
助
国
の
数
の
減
少
、
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
の
構
造
改
革
、
そ
し
て

開
発
協
力
を
管
理
す
る
方
法
の
導
入
で
あ
る
。
こ
れ
ら
と
と
も
に
、
パ
リ
宣
言
の
履
行
、
外
務
省
と
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
と
の
役
割
分
担
の
明
確
化
、

結
果
ベ
ー
ス
管
理
の
導
入
な
ど
を
評
価
し
て
い
る
。

四
六
五
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・
政
策
の
一
貫
性
の
追
求

二
〇
〇
三
年
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
グ
ロ
ー
バ
ル
開
発
政
策
は
、
開
発
の
中
心
に
政
策
の
一
貫
性
を
置
き
、
こ
の
こ
と
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

を
一
貫
性
を
追
求
す
る
援
助
国
の
先
兵
に
し
た
と
評
価
し
た
う
え
で
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
べ
き
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
、P

eer R
eview

に
は
書
か
れ
て
い
る
。

開
発
政
策
の
一
貫
性
に
つ
い
て
、
Ｄ
Ａ
Ｃ
は
次
の
よ
う
に
勧
告
し
て
い
る
。

①　

複
雑
な
政
策
の
枠
組
み
の
検
討
と
明
瞭
化
を
継
続
し
、
二
〇
〇
三
年
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル
開
発
政
策
」
と
の
整
合
性
を
確
保
す
る
こ
と
。

そ
し
て
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
文
書
を
追
加
的
な
政
策
文
書
と
し
な
い
こ
と
。

②　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
開
発
協
力
制
度
が
い
か
に
変
わ
り
、
そ
の
変
化
が
パ
ー
ト
ナ
ー
に
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
か
を
内
外
の
関
係
者
と

話
し
合
う
こ
と
。

③　

開
発
の
政
策
一
貫
性
に
つ
い
て
独
立
し
て
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
評
価
を
し
、
そ
し
て
そ
の
結
果
を
議
会
に
報
告
す
る
機
関
を
指
定
す
る

こ
と

④　

開
発
協
力
の
政
策
一
貫
性
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
の
貢
献
を
表
す
指
標
を
、
被
援
助
国
と
共
同
で
完
成
さ
せ
る
こ
と

⑵　

援
助
の
規
模
、
チ
ャ
ン
ネ
ル
、
そ
し
て
配
分

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
規
模
は
他
の
国
の
模
範
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
勧
告
が
出
さ
れ
て
い
る
。

①　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
二
国
間
援
助
は
、
二
〇
〇
五
年
の
ピ
ア
・
レ
ビ
ユ
ー
以
降
、
対
象
国
を
六
七
か
ら
三
三
に
減
じ
る
と
と
も
に
、
サ

ハ
ラ
砂
漠
以
南
の
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
援
助
を
増
加
さ
せ
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
と
ア
ジ
ア
へ
の
援
助
を
減
少
さ
せ
て

四
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
評
価
の
視
点
（
藤
岡
）

（
八
五
九
）

い
る
。
紛
争
国
ま
た
は
紛
争
後
の
国
へ
の
援
助
が
増
加
し
た
の
は
望
ま
し
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
援
助
は
、
Ｅ
Ｕ
の
拡
大
政
策
を
反

映
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
国
が
最
貧
国
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
は
二
国
間
援
助
の
地
理
的
配
分
の
ど
の
よ
う
な
変
化
も
、

貧
困
の
著
し
い
減
少
と
密
接
に
関
連
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②　

二
〇
〇
七
年
に
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
五
〇
の
国
際
機
関
を
通
じ
た
援
助
を
行
っ
た
が
、
開
発
の
優
先
順
位
と
戦
略
的
目
標
に
し
た

が
っ
て
国
際
機
関
を
通
じ
た
援
助
を
重
点
化
す
る
こ
と
。
ま
た
、
よ
り
多
く
の
ス
タ
ッ
フ
を
よ
り
重
要
な
多
国
間
援
助
の
政
策
目
標
を

満
た
す
よ
う
に
配
置
す
べ
き
で
あ
る
。

③　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
市
民
社
会
組
織
（
Ｃ
Ｓ
Ｏ
）
へ
の
強
力
な
支
援
者
で
あ
る
。
被
援
助
国
に
お
い
て
Ｃ
Ｓ
Ｏ
を
援
助
す
る
た
め
に
資

金
を
提
供
し
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
に
は
そ
れ
は
二
国
間
援
助
の
八
％
に
達
し
、
Ｄ
Ａ
Ｃ
平
均
の
二
倍
に
達
す
る
。
し
か
し
、
Ｃ
Ｓ
Ｏ

へ
の
援
助
に
比
し
て
、
民
間
セ
ク
タ
ー
と
の
共
同
が
強
固
で
は
な
い
。
開
発
に
民
間
セ
ク
タ
ー
の
参
加
を
増
や
す
必
要
が
あ
る
。

⑶　

組
織
と
管
理

組
織
的
改
革
の
た
め
に
Ｄ
Ａ
Ｃ
は
次
の
よ
う
に
勧
告
し
て
い
る
。

①　

外
務
省
と
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
は
そ
の
役
割
の
再
編
成
が
行
わ
れ
、
分
担
が
明
確
に
さ
れ
た
。
外
務
省
は
政
策
立
案
を
行
い
、
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
は
実

施
過
程
を
担
当
す
る
。
し
か
し
、
Ｄ
Ａ
Ｃ
は
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
の
改
革
に
つ
い
て
結
論
を
出
す
の
は
時
期
尚
早
で
あ
る
と
し
て
、
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
の

新
構
造
に
よ
っ
て
生
じ
る
課
題
を
引
き
続
き
管
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
実
施
部
門
を
地
域
よ
り
も
む
し
ろ
契
約
の
タ
イ
プ
に

よ
っ
て
グ
ル
ー
プ
化
し
て
い
る
が
、
異
な
る
部
門
間
で
近
隣
地
域
の
国
に
つ
い
て
の
知
識
を
共
有
し
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

部
門
間
の
境
界
を
越
え
る
新
し
い
ス
タ
ッ
フ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
る
必
要
が
あ
る
。

四
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②　

Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｖ
は
二
〇
〇
六
年
に
独
立
し
た
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
、
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
と
Ｄ
Ａ
Ｃ
加
盟
国
の
評
価
部
門
と
ま
す
ま
す
密
接
に

作
業
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
政
府
が
全
体
と
し
て
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｖ
の
評
価
結
果
を
採
択
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
な
く
、
そ
の
結
果
の
イ
ン

パ
ク
ト
を
弱
く
し
て
い
る
。
Ｄ
Ａ
Ｃ
の
評
価
委
員
会
は
、
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｖ
の
結
果
に
対
応
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
ま
だ
確
立
の
途
中
に
あ
る

と
報
告
を
受
け
た
。
他
方
、
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
は
内
的
評
価
機
能
の
独
立
性
と
影
響
力
を
保
持
す
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
、
新
し
い
評
価
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
は
、
こ
の
保
証
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

③　

紛
争
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
た
国
々
へ
の
関
与
を
増
や
し
、
国
際
機
関
に
よ
り
強
く
関
わ
る
た
め
に
、
外
務
省
と
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
に
お
け

る
人
的
資
源
を
確
保
し
、
必
要
な
技
能
を
身
に
付
け
経
験
を
積
ま
せ
る
必
要
が
あ
る
。

⑷　

影
響
力
の
強
化

援
助
の
効
果
と
結
果
を
さ
ら
に
改
善
す
る
た
め
に
、

①　

他
の
援
助
国
と
の
共
同
、
被
援
助
国
の
戦
略
と
の
調
整
を
強
め
、
共
同
で
実
行
さ
れ
る
仕
事
を
増
や
す
こ
と
。

②　

一
般
予
算
へ
の
援
助
に
、
同
意
し
た
条
件
が
い
か
に
適
用
さ
れ
る
か
を
被
援
助
国
に
明
確
に
説
明
す
る
こ
と
。

③　

結
果
を
重
視
し
た
能
力
開
発
の
た
め
の
援
助
を
提
供
し
、
長
期
的
な
実
施
に
お
い
て
期
限
内
の
目
標
の
設
定
や
そ
れ
と
結
び
つ
い
た

打
ち
切
り
戦
略
を
立
て
る
こ
と
。

④　

能
力
開
発
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
開
発
協
力
の
核
と
な
る
べ
き
こ
と
を
ス
タ
ッ
フ
に
周
知
す
る
こ
と
。

⑤　

環
境
変
化
と
開
発
に
関
す
る
国
際
委
員
会
を
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
国
際
共
同
体
を
リ
ー
ド
し
て

い
く
に
足
る
十
分
な
専
門
家
と
訓
練
さ
れ
た
ス
タ
ッ
フ
を
確
保
す
る
こ
と
。

四
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⑥　

環
境
と
気
候
変
化
に
つ
い
て
の
評
価
ツ
ー
ル
と
手
引
き
を
簡
素
化
し
統
合
し
て
、
そ
れ
を
世
界
の
主
流
に
す
る
こ
と
。

⑸　

人
道
主
義
的
活
動

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
国
際
的
人
道
主
義
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
顕
著
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
近
年
、「
望
ま
し
い
人
道
主
義
援
助
」（
Ｇ

Ｈ
Ｄ
）
グ
ル
ー
プ
の
共
同
議
長
に
も
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
果
ベ
ー
ス
の
管
理
を
人
道
主
義
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
適
合
す
る
た
め
の
測

定
可
能
な
指
標
に
欠
け
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
人
道
主
義
的
援
助
者
と
し
て
の
指
導
的
役
割
を
強
固
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
Ｄ
Ａ

Ｃ
は
次
の
よ
う
な
勧
告
を
行
っ
て
い
る
。

①　

人
道
主
義
政
策
の
改
善
を
進
め
る
と
と
も
に
、
人
道
主
義
の
戦
略
目
標
に
向
け
て
取
り
組
む
過
程
を
監
視
す
る
適
切
な
指
標
を
明
確

に
す
る
こ
と
、

②　

共
同
開
発
戦
略
の
中
に
災
害
時
の
リ
ス
ク
軽
減
策
を
組
み
込
み
、
男
女
平
等
と
環
境
を
含
む
、
人
道
主
義
活
動
の
よ
り
統
合
さ
れ
た

中
軸
と
な
る
政
策
を
作
成
す
る
こ
と
、

③　

人
道
主
義
部
門
に
学
習
、
研
究
、
そ
し
て
説
明
責
任
の
た
め
の
計
画
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
。

⑹　

二
〇
一
一
年
の
中
間
報
告

Ｄ
Ａ
Ｃ
のP
eer

報
告
は
通
常
五
年
毎
に
行
わ
れ
る
が
、
二
〇
一
一
年
に
次
の
報
告
に
先
立
っ
て
、
中
間
報
告
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ

こ
に
、
二
〇
〇
九
年P

eer

報
告
後
の
改
善
進
行
が
読
み
取
れ
る
。

二
〇
〇
九
年P

eer

報
告
後
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
Ｄ
Ａ
Ｃ
の
勧
告
の
多
く
を
実
施
し
て
き
た
。
す
で
に
改
革
が
行
わ
れ
て
い
る
分
野
と

四
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結
論
を
下
す
に
は
早
す
ぎ
る
分
野
が
あ
る
。
し
か
し
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
開
発
協
力
の
こ
の
二
年
間
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
賞
賛
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
、
述
べ
て
い
る
。

5
．
考
察
│
日
本
に
対
す
るP

eer R
eview

と
の
比
較

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
評
価
の
分
析
の
た
め
に
、
日
本
に
対
す
るP

eer R
eview

と
比
較
し
よ
う
。
二
〇
一
〇
年
に
七
年
ぶ
り
に

報
告
が
行
わ
れ
た
。
報
告
の
全
体
構
成
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
が
、
内
容
は
大
き
く
異
な
る
。

ま
ず
、
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
政
策
は
、
日
本
独
自
の
優
先
順
位
と
原
理
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
原
理
と
は
、
被
援
助
国
の
「
自

助
」
努
力
へ
の
支
援
、
経
済
成
長
と
市
場
志
向
経
済
の
重
要
性
、
非
軍
事
目
的
の
開
発
協
力
、
被
援
助
国
の
政
治
問
題
へ
の
干
渉
を
避
け

る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
日
本
が
経
済
成
長
を
強
調
し
、
主
要
な
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
建
設
に
焦
点
を

当
て
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
「
人
々
の
安
全
」
の
観
点
が
追
加
さ
れ
、
そ
れ
が
成
長
志
向
の
範
囲
内
で
貧
困

問
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
役
立
っ
た
（O

E
C
D
 2010:13

）。

ま
た
、
日
本
は
、
国
際
開
発
協
力
を
自
身
の
長
期
的
な
利
益
と
広
い
外
交
政
策
の
重
要
な
要
素
と
考
え
て
い
る
。
諸
国
と
の
友
好
関
係

を
築
く
重
要
な
手
段
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
同
時
に
、
日
本
は
そ
の
援
助
が
中
期
的
に
日
本
の
経
済
に
貢
献
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
開
発
援
助
の
規
模
は
（
負
債
救
済
を
除
い
て
）、
二
〇
〇
〇
年
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
て
き
た
。
二
〇
〇
八

年
に
二
〇
％
増
加
し
た
が
二
〇
〇
九
年
に
は
再
び
一
〇
％
減
少
し
た
。

二
〇
〇
三
年
の
前
回
のP

eer R
eview

以
来
、
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
二
〇
〇
八
年
の
新
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の

発
足
で
あ
る
。
借
款
を
実
施
し
て
き
た
旧
国
際
協
力
銀
行
の
一
部
や
外
務
省
が
行
っ
て
き
た
い
く
つ
か
の
無
償
援
助
が
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
に
統
合

四
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さ
れ
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
は
単
に
技
術
協
力
を
行
う
だ
け
の
機
関
で
は
な
く
、
借
款
、
無
償
援
助
、
技
術
協
力
の
三
つ
の
役
割
を
併
せ
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
開
発
協
力
制
度
の
効
率
性
と
効
果
性
が
高
ま
っ
た
（O
E
C
D
2010:

）。
こ
の
他
に
も
、
手
段
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か

ら
国
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
転
換
と
業
務
の
実
施
機
関
へ
の
委
譲
な
ど
を
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
民
主
党
政
権
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る

新
中
期
政
策
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。

一
方
、
改
革
の
速
度
の
遅
い
項
目
と
し
て
、
規
模
の
増
加
、
開
発
政
策
の
一
貫
性
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
政
策
の
一
貫
性
に
つ
い
て
、

①
政
府
全
体
の
優
先
順
位
を
明
確
に
す
る
政
策
声
明
の
欠
如
、
②
内
閣
レ
ベ
ル
の
機
関
が
一
貫
性
を
促
進
す
る
役
割
を
十
分
に
果
た
し
て

い
な
い
こ
と
、
③
政
府
内
で
一
貫
性
に
つ
い
て
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
分
析
、
報
告
す
る
制
度
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
挙
げ
て
い
る
。

他
に
も
多
く
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
た
。
二
国
間
援
助
の
中
で
、
借
款
（
四
七
％
）、
無
償
援
助
（
四
〇
％
）、
技
術
援
助
（
一
三
％
）
の

う
ち
借
款
が
多
す
ぎ
る
こ
と
、
多
国
間
援
助
の
割
合
が
低
い
こ
と
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
通
じ
る
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
少
な
い
こ
と
、
ス
タ
ッ
フ
の
能
力

を
高
め
る
こ
と
、
ア
ン
タ
イ
ド
の
比
率
を
さ
ら
に
高
め
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

ア
ン
タ
イ
ド
に
つ
い
て
、
タ
イ
ド
の
状
態
に
つ
い
て
報
告
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
（
二
〇
〇
七
・
二
〇
〇
八
年
）、
ま
た
、
日
本
が
援

助
事
業
の
第
一
の
契
約
者
に
な
る
な
ら
ば
ア
ン
タ
イ
ド
に
す
る
と
、
日
本
は
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
タ
イ
ド
と
し
て
報
告
す
べ
き
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
に
対
す
る
Ｄ
Ａ
Ｃ
の
評
価
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
対
す
る
も
の
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
Ｏ
Ｄ

Ａ
の
規
模
に
差
が
あ
る
。
そ
し
て
主
要
目
標
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
人
道
支
援
と
能
力
開
発
で
あ
る
の
に
対
し
て
日
本
で
は
経
済
成
長
の

促
進
で
あ
る
、
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
は
す
で
に
先
進
的
で
あ
る
が
、
Ｄ
Ａ
Ｃ
は
そ
れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
政
策
の
一
貫
性
を
貫
き
、
重
点
化
、

四
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簡
素
化
を
促
進
し
て
、
よ
り
効
率
的
で
結
果
を
重
ん
じ
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
政
策
に
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
の

二
〇
一
五
年
達
成
に
向
け
た
Ｄ
Ａ
Ｃ
の
意
思
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
人
的
資
源
を
確
保
し
、
必
要
な
技
能
を
身
に
付
け
経
験
を
積

ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紛
争
に
よ
っ
て
大
き
な
影
響
を
受
け
た
国
へ
の
援
助
や
国
際
機
関
で
活
躍
す
る
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
の
重
要

性
が
指
摘
さ
れ
た
。
国
際
社
会
を
リ
ー
ド
す
る
ス
タ
ッ
フ
の
確
保
と
育
成
も
重
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
環
境
と
気
候
変
化
に
つ

い
て
の
評
価
ツ
ー
ル
を
簡
素
化
し
て
世
界
の
主
流
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
開
発
協
力
は
、
国
連
の
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
を
基
盤
に
、
相
対
的
に
大
き
な
規
模
を
誇
る
と
と
も
に
、
人
権
と
貧

困
と
能
力
開
発
の
観
点
を
貫
き
、
世
界
の
開
発
協
力
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
策
の
一
貫
性
、
重
点
化
・
効
率
化
、
人

的
資
源
の
確
保
な
ど
で
改
善
の
余
地
が
あ
る
。
ま
た
、
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｖ
の
位
置
付
け
や
東
欧
に
対
す
る
援
助
の
問
題
点
な
ど
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
結
果
ベ
ー
ス
の
管
理
や
現
地
主
義
も
さ
ら
に
前
進
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
は
、
い
く
つ
か
の
分
野
で
目
標
達
成
の
見
通
し
が
立
っ
て
い
る
。
極
度
の
貧
困
の
半
減
、
安
全
な
飲
料
水
の
な

い
人
口
の
半
減
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
困
難
な
分
野
も
あ
る
。
中
で
も
保
健
分
野
が
遅
れ
て
い
る
。
Ｏ
Ｄ
Ａ
予
算
が
大

き
な
増
加
が
見
込
め
な
い
中
で
、
こ
れ
ら
の
目
標
達
成
に
は
、
よ
り
効
率
的
で
効
果
的
な
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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